様式第1号（第3条関係）

年  　月　  日
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　　　　　　　　　　　　　　井戸所有者　住所又は所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名又は名称　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

災害時協力井戸登録申出書

　さくら市災害時協力井戸登録制度実施要綱第3条第1項の規定により、次の事項に同意し、災害時協力井戸の登録を申し出ます。
1　災害時に無償で井戸水を提供すること。
2　市が災害発生時に限り、登録された井戸の所在地、所有者の氏名及び利用可能な時間帯等の情報を、自主防災組織、避難所、地域住民等に対し提供すること。
	井戸管理者
（井戸所有者と同じ場合は記載不要）
	住所又は所在地
	

	
	氏名又は名称
	
	電話番号
	

	※井戸管理者が井戸所有者と別のときは、井戸管理者の了承を得てください。
　□井戸管理者の了承を得ている。

	井　戸　の　状　況
	井戸の所在地
	さくら市

	
	設置位置
	□宅地内（□屋内　□屋外）　□田畑　　□その他（　　　　　　　）

	
	形　態
	形状
	□掘抜井戸（丸井戸）※　　□打抜（打込）井戸（管井戸）※
□湧き水　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	
	動力
	□電動式（停電時の使用□可　□不可）　　　　　　　　□手動式
□電動・手動式併用（停電時の使用　□可　□不可）　　□つるべ式

	
	使用状況
	□現在使用し、引き続き使用を予定している。
　□飲料水　□生活用水（□洗濯、□掃除、□風呂、□その他（　　））
　□事業（業務）　　□かんがい用水　　□その他（　　　　　　　）
□日常的に使用していない。

	
	水量
	□年中よく出る。　□渇水時には枯れる。　□不明

	
	水質の状況
	色　　　□無色　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
濁り　　□無し　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
臭気　　□無臭　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
沈殿物など（水を採水してしばらく置いた状態で）　□無し　□有り

	
	井戸水の提供可能な時間帯
	□24時間提供可能　
□午前　　　　　　　　　　　午前
午後　　　時　　　分　～　午後　　　時　　　分まで


※　井戸の形状にある掘抜井戸（丸井戸）とは、手掘りなどで掘られた比較的浅い井戸をいい、打抜（打込）井戸（管井戸）とは、鉄管等を打ち込んだものをいいます。
